
生駒市水道事業管理規程第３号 

 生駒市水道事業事務決裁規程及び生駒市企業職員就業規程の一部を改正する規

程を次のように公表する。 

  平成２９年３月３１日 

生駒市水道事業管理者 古 川 文 男 

 

生駒市水道事業事務決裁規程及び生駒市企業職員就業規程の一部を改正す

る規程 

 （生駒市水道事業事務決裁規程の一部改正） 

第１条 生駒市水道事業事務決裁規程（平成２８年４月生駒市水道事業管理規程

第７号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条第４号中「介護休暇」の次に「、介護時間」を加える。 

 （生駒市企業職員就業規程の一部改正） 

第２条 生駒市企業職員就業規程（昭和４３年４月生駒市水道事業管理規程第７

号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条中「介護休暇」の次に「、介護時間」を加える。 

  第１５条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（介護休暇）」を付

し、同条第１項中「職員が」の次に「要介護者（」を、「支障があるもの」の

次に「をいう。以下同じ｡)」を、「するため､｣の次に「管理者の定めるところ

により、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継

続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指

定する期間（以下「指定期間」という｡)内において」を加え、同項第５号中

「（いずれも職員と同居している者に限る｡)」を削り、同条第２項中「前項に

規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごと

に、連続する６月の期間」を「指定期間」に改め、同条第３項及び第４項を次



のように改める。 

３ 第１項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及

び末日を示して、管理者に対し行わなければならない。 

４ 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当

該申出による期間の初日から末日までの期間（第７項において「申出の期間

」という｡)の指定期間を指定するものとする。 

  第１５条に次の４項を加える。 

５ 職員は、第３項の申出に基づき前項若しくは第７項の規定により指定され

た指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出

（短縮の指定の申出に限る｡)に基づき次項若しくは第７項の規定により指定

された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合

においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を示

して、管理者に対し申し出なければならない。 

６ 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申

出があった場合には、第４項、この項又は次項の規定により指定された指定

期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものと

する。 

７ 第４項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又

は第３項の申出に基づき第４項若しくはこの項の規定により指定された指定

期間の末日の翌日から第５項の規定による指定期間の延長の指定の申出があ

った場合の当該申出に係る末日までの期間（以下この項において「延長申出

の期間」という｡)の全期間にわたり第１７条第３項ただし書の規定により介

護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間とし

て指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条

ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合



は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するもの

とする。 

８ 指定期間の通算は、暦に従って計算し、１月に満たない期間は、３０日を

もって１月とする。 

第１５条の次に次の２条を加える。 

第１５条の２ 介護休暇の単位は、１日、半日又は１時間とする。ただし、育

児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等に

係る介護休暇の単位は、管理者の定めるところによる。 

２ １時間を単位とする介護休暇は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又

は終業の時刻まで連続したおおむね４時間（当該介護休暇と要介護者を異に

する介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該４時

間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間）の範囲内

とする。 

（介護時間） 

第１５条の３ 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各

々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間

（当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く｡)内において１日の勤

務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における

休暇とする。 

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において１日につき２時間を超

えない範囲内で必要と認められる時間とする。 

３ 介護時間の単位は、３０分とする。 

４ 介護時間は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連

続した２時間（地方公務員の育児休業等に関する法律第１９条第１項の規定

による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該２



時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間）を超え

ない範囲内の時間とする。 

  第１７条の見出し及び同条第１項中「及び介護休暇」を「、介護休暇及び介

護時間」に改め、同条第３項中「介護休暇」の次に「又は介護時間」を、「第

１５条第１項」の次に「又は第１５条の３第１項」を加える。 

  第２０条の見出し中「介護休暇」の次に「及び介護時間」を加え、同条第１

項中「介護休暇」の次に「又は介護時間」を加え、同条第２項中「前項の」の

次に「介護休暇の承認を受けようとする」を加え、「第１５条第２項に規定す

る介護を必要とする一の継続する状態」を「１回の指定期間」に改め、「期間

」の次に「（当該指定期間が１週間未満である場合その他の管理者が定める場

合には、管理者が定める期間）」を加える。 

  第２２条第１項中「若しくは介護休暇」を「、介護休暇若しくは介護時間」

に改め、同条第２項中「又は介護休暇」を「、介護休暇又は介護時間」に改め

る。 

  別表第２の３の項中「子」の次に「（生駒市企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例第１８条第２項において子に含まれるものとされる者を含む。以

下同じ｡)」を加え、同表の９の項中「親」の次に「（当該子について民法（明

治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定により特別養子縁組の成

立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に

係属している場合に限る｡)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第６条の４第１号に規定する養育里親である者

（児童の親その他の同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項

の規定により、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として当該児童

を委託することができない者に限る｡)若しくは同号に規定する養子縁組里親で

ある者を含む｡)」を加え、同表の１３の項中「第１５条第１項に規定する日常



生活を営むのに支障がある者（以下この項において「要介護者」という｡)」を

「要介護者」に改める。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 


